
中間前払金を請求する場合の事務フロー図 
平 成 ２ ４ 年 ３ 月 

木津川市指導検査課 

 

 「中間前金払」を選択し、支払いを請求する場合は、以下のような手続きになります。 

 

   

   （１）木津川市契約事務規則第４５条の規定による前払金を既に支出していること。 

   （２）工期の２分の１を経過していること。 

   （３）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当 

     該工事に係る作業が行われていること。 

   （４）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上 

の額に相当するものであること。 

 

 

  事務フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間前金払の要件 中間前金払の要件 

中間前金払認定請求書（要領別記様式第１号）の

提出（※工事履行報告書及び工程表を添付） 

中間前金払認定調書（要領

別記様式第２号）の交付

中間前金払不認定調書

（要領別記様式第３号）

の交付（※理由を明記）

審査結果：妥当 審査結果：妥当でない 

中間前払金保証の申込 

認定請求書の 

審査 

保証証書の発行 

発注者へ中間前払金請求

（規則別記様式第 10 号及

び支払計算書を添付） 

払 出 不 可 

受注者 

発注者 

受注者 

受注者 

保証事

業会社 

払出の手続き 

（受付から１４日以内）
発注者 

※注釈 

要領：木津川市公共工事に係る前金払等取扱要領

規則：木津川市会計事務規則 


